
ご融資の種類

ご 利 用 い た だ け る 方 ご融資の限度額 ご返済期間 ご返済方法担保・保証人

● 環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 対 策 貸 付

● セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 貸 付

● 企 業 再 生 貸 付

中 小 企 業 資 金 挑 戦 支 援 資 本 強 化 特 別 貸 付 （ 資 本 性 ロ ー ン ） （ 注 ）

資金の使いみち

設 備 資 金

長期運転資金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

20年以内

7年以内

2年以内

設 備 資 金

長期運転資金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

20年以内

7年以内

2年以内

ご返済期間
（最長の期間）

うち据置期間
（最長の期間）

ご融資の限度額ご利用いただける方

非化石エネルギーを導入する方、一定の省エネル

ギー効果が認められる設備等を取得する方、特定

の産業公害防止施設等を設置する方など

防災に資する施設等の整備を行う方

環境・エネルギー対策

資  金

Ｂ Ｃ Ｐ 資 金

令和7年4月現在

設 備 資 金

長期運転資金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

15年以内

8年以内

3年以内

設 備 資 金

長期運転資金

長期運転資金

3億円

1 億 5 , 0 0 0 万 円

20億円

15年以内

8年以内

3年以内

8年以内 3年以内

一時的な売上高の減少等業況が悪化している方、

社会的な要因による業況悪化により資金繰りに支

障をきたしている方など

金融機関との取引状況の変化により、一時的に
資金繰りが悪化している方

経 営 環 境 変 化

対 応 資 金

金 融 環 境 変 化

対 応 資 金

取引企業等の倒産により、資金繰りに影響が出て
いる方など

取 引 企 業 倒 産

対 応 資 金

事業再生・企業再建

支 援 資 金

設 備 資 金

長期運転資金

20億円

20億円

15億円 無担保 ・無保証人
期限一括返済

（利息は毎月払）

5年1ヵ月、6年から

20年までの各年

1年以内
（最長2年以内）

設 備 資 金

長期運転資金

10年以内

5年以内

2年以内

民事再生法の規定による再生手続開始の申立て

等を行った方など

創業・新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方であって、地域社会に

とって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方

民事再生法に基づく再生計画等の認可決定を受
けた方など

設 備 資 金

長期運転資金

20年以内

1年以内
（最長5年以内）

1年以内
（最長10年以内）

2年以内経営改善、経営再建等に取り組む方

（注）本貸付による借入金は、劣後特約により法的倒産手続時には民間金融機関等の債務に劣後し、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができるため、民間金融機関からの円滑な資金調達が期

待されます。

■ 本　　　店 （融資第二部 中小企業融資 第一班・第二班） 〒900ｰ8520  那覇市おもろまち1ｰ2ｰ26

〒904ｰ0033  沖縄市山里1ｰ1ｰ1ｰ102

〒905ｰ0011  名護市宮里1ｰ28ｰ15

〒906ｰ0007  宮古島市平良字東仲宗根118ｰ1 

〒907ｰ0014  石垣市新栄町4ｰ1

■ 中 部 支 店 （業務第一課）

■ 北 部 支 店 （業務課）

■ 宮 古 支 店 （業務課）

■ 八重山支店 （業務課）

■ 代理店／琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、みずほ銀行那覇支店

▼ご利用の窓口

※代理店では取扱う資金の種類やご融資の限度額が
　 公庫本・支店と異なりますのでご確認ください。

TEL 0120-981-827

TEL 098-989-6511

TEL 0980ｰ52ｰ2338

TEL 0980ｰ72ｰ2446

TEL 0980ｰ82ｰ2701

FAX 098ｰ941ｰ1910

FAX 098ｰ989ｰ6789

FAX 0980ｰ51ｰ1008

FAX 0980ｰ72ｰ7049

FAX 0980ｰ83ｰ1634

上記のほかにも、事業の種類、資金の使いみちによって、さまざまな融資制度があります。

赤土等流出防止低利
（ちゅら海低利）

制 度 名 制 　 度 　 の 　 内 　 容

「沖縄県赤土等流出防止条例」が適用される事業で、赤土等の流出を条例の基準値以下（100mg ／ℓ）に抑える方には、金利の優遇を

行っております。

沖 縄 特 区 等 無 担 保
貸 付 利 率 特 例 制 度

賃上げ貸付利率特例制度

国又は県の施策に基づく特区・地域制度において対象事業種等を営む方のうち、新たな事業所の設置や耐震対策を行う方には、金

利の優遇を行っております。

公庫融資借換特例制度
社会的、経済的環境の変化や金融機関との取引状況の変化等により資金繰りに困難をきたしている中小企業者や経営改善、経営再建

等に取り組む必要が生じている中小企業者の経営安定を図るために既往公庫融資（中小企業資金）の借換等を行う制度です。

雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5％以上増額する見込みのある方には、金利の優遇を行っております。

シンジケートローン特別貸付 地域経済の維持・促進に資する事業を行う方に対して、シンジケートローンのタームローン型にパーティシパントとして参加する制度です。

沖縄ひとり親支援貸付
利 率 特 例 制 度

国によるひとり親の雇用にかかる助成を受ける方（受けた方を含む）、沖縄県の「女性の就職総合支援事業」を活用してひとり親を雇用

している方、事業所内保育施設等を設置又は増改築する方には、金利の優遇を行っております。

カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル
推進投資利率特例制度

再生可能エネルギーの導入等、脱炭素に資する設備投資を行う方には、金利の優遇を行っております。

沖縄人材活躍推進貸付
利 率 特 例 制 度

キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・業務改善助成金のいずれかを受けた方、沖縄県による「沖縄県所得向上応援企業認証制

度」・「沖縄県人材育成企業認証制度」の認証を受けた方、沖縄県の「奨学金返還支援事業」の助成を受けた方又は人手不足対応を図る

方であって人材活躍推進に係る事業計画を策定し当該計画の実現に向けた取組みを図る方には、金利の優遇を行っております。

中小企業の経営基盤強化と一層の
発展のために

令和７年度 融資のご案内

https://www.okinawakouko.go.jp/service/type/t002/

ご利用 いただける方
対象業種 対象企業規模 ※3

資本金 ３億円以下 又は 従業員 300 人以下

資本金 1 億円以下 又は 従業員 100 人以下

資本金 5 千万円以下 又は 従業員 50 人以下

資本金 5 千万円以下 又は 従業員 100 人以下

鉱業　運輸業　建設業　製造業 ※１　　不動産業　電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業　サービス業のうちソフトウエア業、情報処理サービス業

卸売業

小売業・飲食店

サービス業 ※2

※１　ゴム製品製造業の一部は、資本金３億円以下又は従業員９００人以下
※２　旅館業は、資本金５千万円以下又は従業員200人以下
※3　経営革新計画の認定を受けた方などは対象企業規模の要件が緩和

される場合があります。

農業、林業、漁業、金融・保険業（一部を除く）、不動産業のうち
住宅及び住宅用の土地の賃貸業、医療業、社会保険及び社会
福祉、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、
投機的なもの など

次の業種の方は対象となりません
（詳しくは窓口でお問い合わせください）



※設備資金、運転資金のご融資の限度額が併記されている資金について、設備・運転資金を併せてご利用になる場合の限度額は7億2,000万円です。

ご融資の種類

● 新 企 業 育 成 貸 付

● 企 業 活 力 強 化 貸 付

● 新 企 業 育 成 貸 付

資金の使いみち ご返済期間
（最長の期間）

うち据置期間
（最長の期間）

ご融資の限度額※ご利用いただける方

このようなときにご利用ください

ご返済方法・利率・担保・保証人について

● 工場、倉庫、店舗、事務所などを新築又は増改築する場合
● 製品品質の改善やコストダウンを図るため、合理化・省力化機械を導入する場合 など

設 備 資 金

● 売上が増加したため、運転資金が必要となる場合
● 売上代金の回収長期化など、取引条件の変化により運転資金が必要となる場合 など

長期運転資金

◆ ご返済方法 ………… 原則として元金均等月賦返済です。
◆ 利　　　率 ………… ご利用いただく融資制度、ご融資期間、信用リスク（担保の有無を含む）等に応じて定める利率が適用されます。
◆ 担　　　保 ………… お客様のご希望や融資制度等により異なります。詳細はご相談ください。
◆ 保　証　人 ………… 一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。

ご利用の手続きは次のとおりです

● 公庫本店・支店の窓口

● 代理店窓口

お申し込みの際、ご提出いただく資料

● 最近3期の決算書 ● 最近時の試算表
● 申込計画の概要 ● 担保物件の概要 など

ご相談 お申し込み 審　査 ご融資

事業内容や計画の効果な
どについて、詳しくお話を
伺わせていただきます。

ご融資決定後、ご契約手続
きをします。手続き完了
後、融資対象工事等の進捗
状況に応じてご指定の口
座へお振込みいたします。

新 事 業 育 成 資 金

女 性 、若 者 ／ シ ニ ア
起 業 家 支 援 資 金

ス タ ー ト ア ッ プ
支 援 資 金

再 挑 戦 支 援 資 金

新事業活動促進資金

中 小 企 業
経 営 力 強 化 資 金

企 業 活 力 強 化 資 金

I T 活 用 促 進 資 金

海 外 展 開・事 業 再 編
資  金

地域活性化・雇用促進
資  金

事業承継・集約・活性化
支 援 資 金

S D G s 推 進 資 金

装 備 品 製 造 等 基 盤
強 化 資 金

高い成長性が見込まれる新たな事業を始めておお

むね7年以内の方で､一定の要件を満たす方

革新的なビジネスモデルで急成長を目指す事業に

取り組むスタートアップの方

女性、若年者（35歳未満）又は高齢者（55歳以上）の

方で、新規開業しておおむね7年以内の方

次のすべてに該当する方で、新たに開業する方又
は開業後おおむね7年以内の方

• 廃業歴等を有すること

• 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない
程度に整理される見込み等であること

• 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

「経営革新計画」の承認を受けた方、「経営力向上計
画」の認定を受けた方、新たに第二創業（経営多角
化、事業転換、新市場進出）を図る方又は第二創業
後おおむね5年以内の方など

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

設 備 資 金

長期運転資金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

1 4 億 4 , 0 0 0 万 円

1 4 億 4 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

1 4 億 4 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

2年以内

2年以内

2年以内

5年以内

2年以内

10年以内

2年以内

2年以内

2年以内

2年以内

5年以内

20年以内

7年以内

20年以内

7年以内

20年以内

20年以内

7年以内

20年以内

10年以内

20年以内

7年以内

30年以内

7年以内

20年以内

7年以内

長期運転資金

設 備 資 金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

2年以内

2年以内

20年以内

7年以内

20年以内

15年以内

20年以内

20年以内

7年以内

7年以内

20年以内

20年以内

7年以内

20年以内

7年以内

7年以内
（最長10年以内）

卸売業、小売業、飲食サービス業又はサービス業を

営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を

行う方など

情報技術（ＩＴ）の普及及び変化に関連した事業環境の

変化に対応するための情報化投資を行う方

経済の構造的変化に適応するために海外展開を

行う方、海外展開事業の再編を行う方など

一定の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方、

地域経済牽引事業計画の承認を受けた方など

自衛隊が使用する装備品等の製造等又は装備移転に

係る事業計画を作成し、防衛大臣の認定を受けた方

事業や企業を承継・集約化する方、事業承継を契機に

新たに第二創業等を図る方など

SDGsの推進に資する事業に取り組む方で、一定の要

件を満たす方

省 力 化 支 援 資 金
設 備 資 金

長期運転資金

1 4 億 4 , 0 0 0 万 円 2年以内

20年以内

7年以内

働 き 方 改 革 推 進
支 援 資 金

観 光 産 業 等 生 産 性
向 上 資 金

卸売業、小売業、飲食サービス業又はサービス業を営

む方で、観光に関する事業を行い、事業計画を策定し

生産性向上に向けた取組みを図る方

中小企業省力化投資補助事業又は中堅・中小企業の

賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金の

交付決定を受けた方

非正規雇用の処遇改善に取り組む方、従業員の長時

間労働の是正に取り組む方など

7 億 2 , 0 0 0 万 円

2 0 億 円

2年以内
（最長5年以内）

2年以内
（最長5年以内）

2年以内

設 備 資 金

長期運転資金

次のいずれかに該当する方で、一定の要件を満たす方

• 新事業分野の開拓のために事業計画を策定し、
外部専門家 （認定経営革新等支援機関） の指導
及び助言を受けている方

• 「中小企業の会計に関する基本要領」 又は 「中小
企業の会計に関する指針」 を適用している方、 又
は適用する予定の方

• 独立行政法人中小企業基盤整備機構によるハン
ズオン支援を受けている方

• 取引金融機関の支援を受けて経営者保証免除計
画を策定し、 経営改革に取り組む方

ご融資の種類 資金の使いみち

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内 5年以内

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内 3年以内

ご返済期間
（最長の期間）

うち据置期間
（最長の期間）

ご融資の限度額※ご利用いただける方

次のいずれかに該当する方で､一定の要件を満たす方

• 新規市場の創出が見込まれる事業を新たに行う方

• 雇用の創出を伴う事業を新たに行う方

• 経営多角化を図る方

次のいずれかに該当する方

• 子どもの貧困問題などの社会的課題の解決を目的

とする事業を営む方

• 母子家庭の母又は父子家庭の父であって事業を営

む方

沖 縄 創 業 者 等

支 援 貸 付

沖 縄 社 会 課 題 対 応

企 業 等 支 援 貸 付

（沖縄ソーシャル融資）

令和7年4月現在

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内 5年以内

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内 3年以内

国際物流拠点産業集積地域､産業イノベーション促進

地域内において事業を営む方又は当該事業の用に供

する施設、設備の設置又は整備を行う方

国 際 物 流 拠 点

産 業 集 積 地 域 等

特定地域振興資金貸付

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内

3年以内
沖縄県内の離島及び北部地域において産業の振

興及び経済の活性化に資する事業を行う方

沖 縄 離 島 ・ 北 部

地 域 振 興 貸 付

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内

長期運転資金
（増加運転資金に限る）

2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内

2年以内
国又は県の観光関連施策に基づく整備地域において、

観光リゾート産業の振興に寄与する事業を行う方

沖 縄 観 光 リ ゾ ー ト

産 業 振 興 貸 付

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内 2年以内

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 10年以内 5年以内

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内 3年以内
国又は県の情報通信産業振興関連施策に基づく指

定地域内において

• 情報通信関連事業を行う方

• 情報関連人材を養成又は派遣する事業を行う方

沖 縄 情 報 通 信

産 業 支 援 貸 付

次のいずれかに該当する方

• 沖縄の地域資源を活かした製品の開発､製造又は販

売を行う方

• 沖縄固有の技術・ノウハウを活用した製品（例：琉球
焼、琉球藍染、三線、泡盛、琉球ガラス等）の製造又
は販売を行う方

沖 縄 特 産 品

振 興 貸 付

貸付制度　国の中小企業施策等にそった長期固定の貸付制度です

長期運転資金
2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内 2年以内

泡 盛 古 酒 製 成
4億8,000万円

泡盛古酒製成
10 年以内

泡盛古酒製成
3 年以内

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内
2年以内

泡盛古酒製成
5 年以内

駐 留 軍 用 地 跡 地

開 発 促 進 貸 付
2年以内

7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内設 備 資 金

2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内長期運転資金

駐留軍用地跡地において、一定規模の建築物（商業

施設等）の整備事業を行う方

沖 縄 生 産 性

向 上 促 進 貸 付
2年以内

7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内設 備 資 金

2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内長期運転資金

中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入

計画の認定を受けた方

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内 5年以内

※設備資金、運転資金のご融資の限度額が併記されている資金について、設備・運転資金を併せてご利用になる場合の限度額は7億2,000万円です。



※設備資金、運転資金のご融資の限度額が併記されている資金について、設備・運転資金を併せてご利用になる場合の限度額は7億2,000万円です。

ご融資の種類

● 新 企 業 育 成 貸 付

● 企 業 活 力 強 化 貸 付

● 新 企 業 育 成 貸 付

資金の使いみち ご返済期間
（最長の期間）

うち据置期間
（最長の期間）

ご融資の限度額※ご利用いただける方

このようなときにご利用ください

ご返済方法・利率・担保・保証人について

● 工場、倉庫、店舗、事務所などを新築又は増改築する場合
● 製品品質の改善やコストダウンを図るため、合理化・省力化機械を導入する場合 など

設 備 資 金

● 売上が増加したため、運転資金が必要となる場合
● 売上代金の回収長期化など、取引条件の変化により運転資金が必要となる場合 など

長期運転資金

◆ ご返済方法 ………… 原則として元金均等月賦返済です。
◆ 利　　　率 ………… ご利用いただく融資制度、ご融資期間、信用リスク（担保の有無を含む）等に応じて定める利率が適用されます。
◆ 担　　　保 ………… お客様のご希望や融資制度等により異なります。詳細はご相談ください。
◆ 保　証　人 ………… 一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。

ご利用の手続きは次のとおりです

● 公庫本店・支店の窓口

● 代理店窓口

お申し込みの際、ご提出いただく資料

● 最近3期の決算書 ● 最近時の試算表
● 申込計画の概要 ● 担保物件の概要 など

ご相談 お申し込み 審　査 ご融資

事業内容や計画の効果な
どについて、詳しくお話を
伺わせていただきます。

ご融資決定後、ご契約手続
きをします。手続き完了
後、融資対象工事等の進捗
状況に応じてご指定の口
座へお振込みいたします。

新 事 業 育 成 資 金

女 性 、若 者 ／ シ ニ ア
起 業 家 支 援 資 金

ス タ ー ト ア ッ プ
支 援 資 金

再 挑 戦 支 援 資 金

新事業活動促進資金

中 小 企 業
経 営 力 強 化 資 金

企 業 活 力 強 化 資 金

I T 活 用 促 進 資 金

海 外 展 開・事 業 再 編
資  金

地域活性化・雇用促進
資  金

事業承継・集約・活性化
支 援 資 金

S D G s 推 進 資 金

装 備 品 製 造 等 基 盤
強 化 資 金

高い成長性が見込まれる新たな事業を始めておお

むね7年以内の方で､一定の要件を満たす方

革新的なビジネスモデルで急成長を目指す事業に

取り組むスタートアップの方

女性、若年者（35歳未満）又は高齢者（55歳以上）の

方で、新規開業しておおむね7年以内の方

次のすべてに該当する方で、新たに開業する方又
は開業後おおむね7年以内の方

• 廃業歴等を有すること

• 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない
程度に整理される見込み等であること

• 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

「経営革新計画」の承認を受けた方、「経営力向上計
画」の認定を受けた方、新たに第二創業（経営多角
化、事業転換、新市場進出）を図る方又は第二創業
後おおむね5年以内の方など

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

設 備 資 金

長期運転資金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

設 備 資 金

長期運転資金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

1 4 億 4 , 0 0 0 万 円

1 4 億 4 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

1 4 億 4 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

2年以内

2年以内

2年以内

5年以内

2年以内

10年以内

2年以内

2年以内

2年以内

2年以内

5年以内

20年以内

7年以内

20年以内

7年以内

20年以内

20年以内

7年以内

20年以内

10年以内

20年以内

7年以内

30年以内

7年以内

20年以内

7年以内

長期運転資金

設 備 資 金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

7 億 2 , 0 0 0 万 円

2年以内

2年以内

20年以内

7年以内

20年以内

15年以内

20年以内

20年以内

7年以内

7年以内

20年以内

20年以内

7年以内

20年以内

7年以内

7年以内
（最長10年以内）

卸売業、小売業、飲食サービス業又はサービス業を

営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を

行う方など

情報技術（ＩＴ）の普及及び変化に関連した事業環境の

変化に対応するための情報化投資を行う方

経済の構造的変化に適応するために海外展開を

行う方、海外展開事業の再編を行う方など

一定の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方、

地域経済牽引事業計画の承認を受けた方など

自衛隊が使用する装備品等の製造等又は装備移転に

係る事業計画を作成し、防衛大臣の認定を受けた方

事業や企業を承継・集約化する方、事業承継を契機に

新たに第二創業等を図る方など

SDGsの推進に資する事業に取り組む方で、一定の要

件を満たす方

省 力 化 支 援 資 金
設 備 資 金

長期運転資金

1 4 億 4 , 0 0 0 万 円 2年以内

20年以内

7年以内

働 き 方 改 革 推 進
支 援 資 金

観 光 産 業 等 生 産 性
向 上 資 金

卸売業、小売業、飲食サービス業又はサービス業を営

む方で、観光に関する事業を行い、事業計画を策定し

生産性向上に向けた取組みを図る方

中小企業省力化投資補助事業又は中堅・中小企業の

賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金の

交付決定を受けた方

非正規雇用の処遇改善に取り組む方、従業員の長時

間労働の是正に取り組む方など

7 億 2 , 0 0 0 万 円

2 0 億 円

2年以内
（最長5年以内）

2年以内
（最長5年以内）

2年以内

設 備 資 金

長期運転資金

次のいずれかに該当する方で、一定の要件を満たす方

• 新事業分野の開拓のために事業計画を策定し、
外部専門家 （認定経営革新等支援機関） の指導
及び助言を受けている方

• 「中小企業の会計に関する基本要領」 又は 「中小
企業の会計に関する指針」 を適用している方、 又
は適用する予定の方

• 独立行政法人中小企業基盤整備機構によるハン
ズオン支援を受けている方

• 取引金融機関の支援を受けて経営者保証免除計
画を策定し、 経営改革に取り組む方

ご融資の種類 資金の使いみち

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内 5年以内

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内 3年以内

ご返済期間
（最長の期間）

うち据置期間
（最長の期間）

ご融資の限度額※ご利用いただける方

次のいずれかに該当する方で､一定の要件を満たす方

• 新規市場の創出が見込まれる事業を新たに行う方

• 雇用の創出を伴う事業を新たに行う方

• 経営多角化を図る方

次のいずれかに該当する方

• 子どもの貧困問題などの社会的課題の解決を目的

とする事業を営む方

• 母子家庭の母又は父子家庭の父であって事業を営

む方

沖 縄 創 業 者 等

支 援 貸 付

沖 縄 社 会 課 題 対 応

企 業 等 支 援 貸 付

（沖縄ソーシャル融資）

令和7年4月現在

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内 5年以内

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内 3年以内

国際物流拠点産業集積地域､産業イノベーション促進

地域内において事業を営む方又は当該事業の用に供

する施設、設備の設置又は整備を行う方

国 際 物 流 拠 点

産 業 集 積 地 域 等

特定地域振興資金貸付

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内

3年以内
沖縄県内の離島及び北部地域において産業の振

興及び経済の活性化に資する事業を行う方

沖 縄 離 島 ・ 北 部

地 域 振 興 貸 付

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内

長期運転資金
（増加運転資金に限る）

2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内

2年以内
国又は県の観光関連施策に基づく整備地域において、

観光リゾート産業の振興に寄与する事業を行う方

沖 縄 観 光 リ ゾ ー ト

産 業 振 興 貸 付

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内 2年以内

長期運転資金 2 億 5 , 0 0 0 万 円 10年以内 5年以内

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内 3年以内
国又は県の情報通信産業振興関連施策に基づく指

定地域内において

• 情報通信関連事業を行う方

• 情報関連人材を養成又は派遣する事業を行う方

沖 縄 情 報 通 信

産 業 支 援 貸 付

次のいずれかに該当する方

• 沖縄の地域資源を活かした製品の開発､製造又は販

売を行う方

• 沖縄固有の技術・ノウハウを活用した製品（例：琉球
焼、琉球藍染、三線、泡盛、琉球ガラス等）の製造又
は販売を行う方

沖 縄 特 産 品

振 興 貸 付

貸付制度　国の中小企業施策等にそった長期固定の貸付制度です

長期運転資金
2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内 2年以内

泡 盛 古 酒 製 成
4億8,000万円

泡盛古酒製成
10 年以内

泡盛古酒製成
3 年以内

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内
2年以内

泡盛古酒製成
5 年以内

駐 留 軍 用 地 跡 地

開 発 促 進 貸 付
2年以内

7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内設 備 資 金

2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内長期運転資金

駐留軍用地跡地において、一定規模の建築物（商業

施設等）の整備事業を行う方

沖 縄 生 産 性

向 上 促 進 貸 付
2年以内

7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内設 備 資 金

2 億 5 , 0 0 0 万 円 7年以内長期運転資金

中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入

計画の認定を受けた方

設 備 資 金 7 億 2 , 0 0 0 万 円 20年以内 5年以内

※設備資金、運転資金のご融資の限度額が併記されている資金について、設備・運転資金を併せてご利用になる場合の限度額は7億2,000万円です。



ご融資の種類

ご 利 用 い た だ け る 方 ご融資の限度額 ご返済期間 ご返済方法担保・保証人

● 環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 対 策 貸 付

● セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 貸 付

● 企 業 再 生 貸 付

中 小 企 業 資 金 挑 戦 支 援 資 本 強 化 特 別 貸 付 （ 資 本 性 ロ ー ン ） （ 注 ）

資金の使いみち

設 備 資 金

長期運転資金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

20年以内

7年以内

2年以内

設 備 資 金

長期運転資金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

20年以内

7年以内

2年以内

ご返済期間
（最長の期間）

うち据置期間
（最長の期間）

ご融資の限度額ご利用いただける方

非化石エネルギーを導入する方、一定の省エネル

ギー効果が認められる設備等を取得する方、特定

の産業公害防止施設等を設置する方など

防災に資する施設等の整備を行う方

環境・エネルギー対策

資  金

Ｂ Ｃ Ｐ 資 金

令和7年4月現在

設 備 資 金

長期運転資金

7 億 2 , 0 0 0 万 円

15年以内

8年以内

3年以内

設 備 資 金

長期運転資金

長期運転資金

3億円

1 億 5 , 0 0 0 万 円

20億円

15年以内

8年以内

3年以内

8年以内 3年以内

一時的な売上高の減少等業況が悪化している方、

社会的な要因による業況悪化により資金繰りに支

障をきたしている方など

金融機関との取引状況の変化により、一時的に
資金繰りが悪化している方

経 営 環 境 変 化

対 応 資 金

金 融 環 境 変 化

対 応 資 金

取引企業等の倒産により、資金繰りに影響が出て
いる方など

取 引 企 業 倒 産

対 応 資 金

事業再生・企業再建

支 援 資 金

設 備 資 金

長期運転資金

20億円

20億円

15億円 無担保 ・無保証人
期限一括返済

（利息は毎月払）

5年1ヵ月、6年から

20年までの各年

1年以内
（最長2年以内）

設 備 資 金

長期運転資金

10年以内

5年以内

2年以内

民事再生法の規定による再生手続開始の申立て

等を行った方など

創業・新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方であって、地域社会に

とって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方

民事再生法に基づく再生計画等の認可決定を受
けた方など

設 備 資 金

長期運転資金

20年以内

1年以内
（最長5年以内）

1年以内
（最長10年以内）

2年以内経営改善、経営再建等に取り組む方

（注）本貸付による借入金は、劣後特約により法的倒産手続時には民間金融機関等の債務に劣後し、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができるため、民間金融機関からの円滑な資金調達が期

待されます。

■ 本　　　店 （融資第二部 中小企業融資 第一班・第二班） 〒900ｰ8520  那覇市おもろまち1ｰ2ｰ26

〒904ｰ0033  沖縄市山里1ｰ1ｰ1ｰ102

〒905ｰ0011  名護市宮里1ｰ28ｰ15

〒906ｰ0007  宮古島市平良字東仲宗根118ｰ1 

〒907ｰ0014  石垣市新栄町4ｰ1

■ 中 部 支 店 （業務第一課）

■ 北 部 支 店 （業務課）

■ 宮 古 支 店 （業務課）

■ 八重山支店 （業務課）

■ 代理店／琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、みずほ銀行那覇支店

▼ご利用の窓口

※代理店では取扱う資金の種類やご融資の限度額が
　 公庫本・支店と異なりますのでご確認ください。

TEL 0120-981-827

TEL 098-989-6511

TEL 0980ｰ52ｰ2338

TEL 0980ｰ72ｰ2446

TEL 0980ｰ82ｰ2701

FAX 098ｰ941ｰ1910

FAX 098ｰ989ｰ6789

FAX 0980ｰ51ｰ1008

FAX 0980ｰ72ｰ7049

FAX 0980ｰ83ｰ1634

上記のほかにも、事業の種類、資金の使いみちによって、さまざまな融資制度があります。

赤土等流出防止低利
（ちゅら海低利）

制 度 名 制 　 度 　 の 　 内 　 容

「沖縄県赤土等流出防止条例」が適用される事業で、赤土等の流出を条例の基準値以下（100mg ／ℓ）に抑える方には、金利の優遇を

行っております。

沖 縄 特 区 等 無 担 保
貸 付 利 率 特 例 制 度

賃上げ貸付利率特例制度

国又は県の施策に基づく特区・地域制度において対象事業種等を営む方のうち、新たな事業所の設置や耐震対策を行う方には、金

利の優遇を行っております。

公庫融資借換特例制度
社会的、経済的環境の変化や金融機関との取引状況の変化等により資金繰りに困難をきたしている中小企業者や経営改善、経営再建

等に取り組む必要が生じている中小企業者の経営安定を図るために既往公庫融資（中小企業資金）の借換等を行う制度です。

雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5％以上増額する見込みのある方には、金利の優遇を行っております。

シンジケートローン特別貸付 地域経済の維持・促進に資する事業を行う方に対して、シンジケートローンのタームローン型にパーティシパントとして参加する制度です。

沖縄ひとり親支援貸付
利 率 特 例 制 度

国によるひとり親の雇用にかかる助成を受ける方（受けた方を含む）、沖縄県の「女性の就職総合支援事業」を活用してひとり親を雇用

している方、事業所内保育施設等を設置又は増改築する方には、金利の優遇を行っております。

カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル
推進投資利率特例制度

再生可能エネルギーの導入等、脱炭素に資する設備投資を行う方には、金利の優遇を行っております。

沖縄人材活躍推進貸付
利 率 特 例 制 度

キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・業務改善助成金のいずれかを受けた方、沖縄県による「沖縄県所得向上応援企業認証制

度」・「沖縄県人材育成企業認証制度」の認証を受けた方、沖縄県の「奨学金返還支援事業」の助成を受けた方又は人手不足対応を図る

方であって人材活躍推進に係る事業計画を策定し当該計画の実現に向けた取組みを図る方には、金利の優遇を行っております。

中小企業の経営基盤強化と一層の
発展のために

令和７年度 融資のご案内

https://www.okinawakouko.go.jp/service/type/t002/

ご利用 いただける方
対象業種 対象企業規模 ※3

資本金 ３億円以下 又は 従業員 300 人以下

資本金 1 億円以下 又は 従業員 100 人以下

資本金 5 千万円以下 又は 従業員 50 人以下

資本金 5 千万円以下 又は 従業員 100 人以下

鉱業　運輸業　建設業　製造業 ※１　　不動産業　電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業　サービス業のうちソフトウエア業、情報処理サービス業

卸売業

小売業・飲食店

サービス業 ※2

※１　ゴム製品製造業の一部は、資本金３億円以下又は従業員９００人以下
※２　旅館業は、資本金５千万円以下又は従業員200人以下
※3　経営革新計画の認定を受けた方などは対象企業規模の要件が緩和

される場合があります。

農業、林業、漁業、金融・保険業（一部を除く）、不動産業のうち
住宅及び住宅用の土地の賃貸業、医療業、社会保険及び社会
福祉、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、
投機的なもの など

次の業種の方は対象となりません
（詳しくは窓口でお問い合わせください）




